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水谷地区の概況 

 
 私達の営農地域所在地について紹介いたします。山陽本線明石駅約４キロ、西神中央駅より４

キロ、に位置する高台にあります。南北には東経１３５度の子午線が走り、東西に走る第二神明

道路を一線して南北に分断、南は市街化区域により第一種住専区画街、北は市街化調整区域とな

ります。 
 その昔からの水谷地区の伝説と継承行事を執り行っております。 
 村の中心部には氏神様、若宮大権現御祭神の御由来は、天皇暦二十三代弟君顕宗天皇、二十四

代兄君仁賢天皇をお祀りして、春秋年二回のお祭りを明石柿本神社の宮司により神事を執り行っ

ております。春には特別の神事は有りませんが、秋には、だんじり太鼓により五穀豊穣を祈念し

つつ大祭を伝承受け継ぎ、水谷村の繁栄に繋がっております。 
 水谷村の誕生について、この水谷地域一円の開発を明石城の六代目城主松平日向守信之の殿様

により新田開発がなされたとの歴史があります。 
 水谷の墓地内には、石の欄干見上げるような石碑があり、法号長昌院殿窓譽江月圓栄大居士と

記されています。位牌は、神戸市西区櫨谷町松本にあります臨済宗南禅寺派地蔵院に安置されて

おります。 
 命日が毎年９月１２日にて地蔵院住職の回向の下に全農家村民により安泰を祈願して墓参供養

を行っております。 
 水谷地域の農業経営につきましては、河川の無い高台に位地しているために農業用水は天恵雨

水をため池９ヶ所に貯水して、営農、永きの年月の中には降雨減少日照り旱魃が続き稲作収穫不

能の事態に悩まされ、対策としまして宍粟郡の鍋森神社にお参りしてお光を頂いてきて各家より

持ち寄った麦藁を池の堤防に山と積み、頂いて来たお光により藁を燃して気圧の変化で雨を降ら

す、また、雨乞い踊りをして雨を降らせるとの苦労があったとも聞いております。 
  しかし、現時点におきましては住宅宅地化が進み、農地が減少、従ってため池の数も減り現在

では５ヶ所、その内の１つの池につきましては、平成７年の阪神淡路の大震災により貯水機能不

能に等しいため池となり、市民公園など今後の土地利用も考えております。 
  自然の多いこの地域は、緑に囲まれ鳥のさえずりを聞きながら明日への鋭気を養う場として最

適と言っても過言でないと思います。私たち水谷地区は自然環境保全に農業後継者ともに力を合

わせて地域の発展に頑張っていく所存です。 
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世帯数、人口 

 (戸)   (人) 
年度 世帯数 人口 男 女 

1980 117 721 343 378 
1985 142 801 396 405 
1990 187 916 444 472 
1995 326 1380 677 703 
2000 201 851 392 459 
 西区水谷 

(市街化) 328 957 488 469 

2015 251 745 373 372 
 西区水谷 

(市街化) 1,003 2,552 1,320 1,232 

※ 国勢調査より 

農家戸数、農家人口 

    (戸)   (人) 
年度 農家数 専業農家 第 1 種 

兼業農家 
第 2 種 
兼業農家 

農家人口 男性 女性 

1980 27 9 6 12 130 59 71 
1985 31 7 7 17 148 68 80 
1990 27 3 2 22 114 60 54 
1995 25 5 9 11 101 50 51 
2000 18 3 - 15 66 31 35 
2015 8 1 - 7 15 - - 

※ 農林業センサスより 

経営耕地面積 

 経営耕地   (a) 
年度 面積 田 畑 樹園地 

1980 2,214 2,084 130 - 
1985 2,331 1,790 541 - 
1990 1,992 1,934 58 - 
1995 1,786 1,658 123 5 
2000 700 607 93 - 
2015 264 236 18 10 
 
主要作物、酪農 

 主要作物面積  (a) 乳用牛 
年度 稲 野菜 (戸) (頭) 

1990 1,267 101 5 137 
1995 1,053 100 2 82 
2000 272 42 2 60 
2015 184 63 1 27 
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空からの様子 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

撮影時点：平成 13 年 8～11 月 
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水谷地区の歴史 

 当地区は、発祥の頃、播磨の国明石郡水谷村と今を遡ること 354 年前、西暦 1649 年慶安時代、

明石城主松平信之日向守の殿様のご功績により新田として開発され、水谷村の誕生となりました。 
 その後地番が付され、南端より１番から６１７番と地番が付けられ、その内の６０７番地に、

当時水谷小社山の神（みたにしょうしゃやまのかみ）として祀られ、今現在は妙見寺として参拝される社があ

りました。この小社山の神６０７番地周辺に平民農として住いが始まり、四番屋敷、五番屋敷、

九番屋敷、十三番屋敷、十五番屋敷、二十四番屋敷、と呼び名が付けられたことから（資料参照

により）、水谷の居住元と考えられます。 
 
水谷地区の開発 

 昭和 45 年、都市計画法により市街化区域と市街化調整区域に線引きが施行され、その後も線

引き関係なしに農業経営を続けてきましたが、市街化区域内であれば自由に宅地変更が出来る制

度から、宅地開発業者によるミニ開発にて宅地化が進み、農業経営が難しくなりました。また、

生産緑地法により、営農の継続を選択しなければ、市街化区域内の農地でも固定資産税が宅地並

みに課税されることとなり、農業経営収入では採算が取れず経営が成り立ちません。 
 そこで、平成２年から区画整理事業により、市街化区域内の農地の宅地開発に取り組み、６年

末、組合員の一致団結の努力により、水谷第一土地区画整理事業は完成いたしました。 
 続いて平成７年から水谷中央特定土地区画整理事業に取り組み、15 年３月に換地処分が行われ、

事業完了に至っています。 
宅地化された水谷地区は、第一種住居専用地域、作物の成長を楽しむ農業地域、緑あふれる山

林地域と、緑、農、住、を併せ持ち、見晴らしの良い高台に位置する環境の良い住宅街として、

入居者のご期待に沿うよう努力いたします。 
 
 
組合名 施工面積(ha) 期  間 事業認可 計画人口(人) 換地処分 

神戸市水谷

第一土地区

画整理組合 
２．５６ 平成 

２～６年 2．10．5 ２５６ 6．6．10 

神戸市水谷

中央特定土

地区画整理

組合 

１５．６ ７～１４年 7．5．15 １，５５０ 15．3．27 
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区画整理事業前 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

撮影時点：平成 3 年 4 月 
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水谷地区の名所、施設の紹介 

 
氏神様 若宮大権現 

若宮神社は、元は、神戸市健康福祉局の一部先行事業

として行っています施設あじさいの丘、むつみの家等が

建設されている芳ヶ谷４００番地に鎮座賜っておりま

したが、明治１２年頃、水谷村の中心地５０７番地（現

在水谷３丁目１番１号）に移転されました。 
若宮神社御祭神は、天皇暦２３代弟君顕宗天皇、２４

代兄君仁賢天皇が祀られております。住民の安泰と水谷

地区の発展祈願に日夜参拝者が絶えません。 
 

若宮神社の祭り 

若宮神社の祭りは年二回あり、春と秋に行われます。 
春は、4 月 29 日に行われ、餅撒きがあります。 
秋の祭りは 10 月 9、10 日に行われ、ふとん太鼓が出されます。乗り子は小学４−５年生の子供

４人、かぎ手は現在４１人の登録があります。 
本宮の正午頃、明石柿本神社の宮司により神事が執り行われ、宗旨の引継ぎ式があります。「四

海波」の謡いの流れる中、上番（新たな当番）が上座、下番（前の当番）が下座に並び、杯を取り交わし

てその年１年の役を引き継ぎます。 
午後から太鼓が宮入し、宮の前で「サーシマショ」をします（神事）。宮の西を 100ｍほど往復

した後、ダンジリで村の中を引き回します。妙見寺（小社山の神）と呼ばれるお社までお旅筋（大

街道）を通って参ります（お旅という）。最後に餅撒きがあります。 
以前は、坂ノ下の交差点付近から、逓信病院の近くまで引き回していたそうです。 
今はかき手も少なくなり、神輿を担ぐのが難しくなってきました。 
子供には子供神輿があり、飾付けがされます。 

 
宗旨会員は現在３１戸で、５人の当番のうち２名が出て、毎月１日と６日の日（六才日）にお

祀りします。お神酒、鏡餅と海のもの、山のものを供え、献花を差し替え、お神楽をたたいてお

祀りし、その後小宴が催されます。 
 
 
 
 
 
 

若宮神社 

平成 13 年 10 月 昭和 53 年 10 月 
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長昌院殿の墓参 

 
 私達の地域を開発された松平日向守信之殿の偉業

を称え、玉津町水谷字水塚４２３番地の水谷墓地に建

墓、毎年９月１２日が命日として自治会員、農会員の

皆さんで供物、お酒等墓前に献上して回向供養お参り

をしています。 
「長昌院殿窓譽江月圓栄大居士」と記されています。 

 
 

自然流出水（たにこの水） 

 この出水につきましては、昔元来から「たにこの水」

として親しまれ、暑い時には直接口を浸けて飲むことの

できる清涼水が日量 130 トン流出しています。その水の

源は定かではありませんが、世論によりますと六甲山の

尾根が来ている、水脈も六甲山の水系と論ずる方もあり

ます。 
この出水により、ため池に貯水、現在では３町歩の水

田稲作を養っております。 
 
水谷自治会館 

 平成１１年２月に完成。鉄筋コンクリート二階建てで、

使用規定は地域住民の親睦を図る、自治会内の運営、各

種団体の研修会場等として活用、使用管理については、

自治会長責任の下に使用後は整理整頓、月に一回は子供

会の父兄により清掃事業を行っております。 
 
 
消防器具庫 

 
 消防器具庫は自治会館南隣にあり、器具搭載車両一台消

火作業用具一式装備、神戸市登録消防団員１５名、消防団

OB２０名により人命救助、家屋火災、山林火災事故を未

然に防ぐ研修会、団員については月に一度日曜休日返上し

てポンプ搭載車等の点検、実技訓練も行っております。 
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洪水調整池（暫定） 

 水谷地域は河川より離れた場所にありますが、宅地開発事業には、100 年ないし 200 年に一度

あるか無いかの洪水に備え、洪水調整池の設置から河川改修完了まで義務づけられています。 
 調整池の所在地は区域内に２箇所で、土地の価値としては最高の場所に多額の工費を投じ負担

を被っています。 
 このような施設の強制義務もミニ開発事業者にはなく、行政の対応指導に矛盾が指摘されます。 
 
 
玉津健康福祉ゾーン 

  玉津健康福祉ゾーンは、神戸市が玉津病院跡地も含めた

一帯を福祉施設整備する計画でしたが、震災の影響で計画

が先送りになっていたところ、入口の３ヶ所だけ先行して

施設が建設されています。 
「あじさいの丘」は、知的障害者の授産施設でクリーニ

ング工場となっています。「むつみの家」は知的障害者の

通所授産施設、一番奥は精神障害者の病棟を建設していま

す。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

玉津健康福祉ゾーン施設配置図                     
 
 

① 知的障害者福祉工場 
「あじさい」 

② 知的障害者福祉ホーム 
「あじさいの丘」 

③ 知的障害者通所授産施設 
「玉津むつみの家」 

④ 知的障害者入所更生施設 
「とこはの家」 

⑤「佐野サナトリウム」 
⑥ 精神障害者福祉ホーム 

「実風会生活訓練センター」 
 

① 

② 

③④ 

⑤ 

⑥ 
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水谷里づくり計画 

地区の目標および整備の方針 

湧き水の里、水谷   
 
 私達の住まいする水谷地区の居住者は、今現在の総戸数（自治会加入者）185 戸内農家戸数（農

会員数）25 戸、区画整理区域を除く他の水谷地域の自治会につきましては、南自治会 90 戸、西

裏自治会 80 戸、グリンヒル神戸西 90 戸がそれぞれ自治会活動を行っております。また、現在宅

地整備が進む水谷中央区画整理区域内の居住者につきましては、計画人口 1,550 人になります。 
 水谷本村は、氏神様を中心とする村の発展、前途繁栄を祈願しつつ今日に至っております。 
 昔は、農村地帯で米麦野菜酪農に励んでおりましたが、時代と共に専業農家から兼業農家に、

又、昭和 45 年に市街化の線引き後、市街化区域内については宅地開発が進み、今では耕作農家

も 20 戸となり、今の農業政策では農産物の収益も減収、現在の農業収入では後継者も離農を考

えざるを得ない状況となりました。 
 
 私達里づくり協議会は、市街化調整区域内のより一層の収益の伴う土地利用、整備の出来ると

ころは整備を計画、不要農地は立地条件に合った整備活用、池の管理有効活用、農業体験市民農

場、等の改良を考え、魅力ある農業経営と里づくりの実現に鋭意努力を致します。 
 
＜ジュンサイの活用＞ 

 山間の大きなため池（農業用貯水池）は、既存有姿での活用を行い、ジュンサイ等の成長を生

かし、自然を大切に、水鳥の飛来を招く如く周囲の清掃も行事計画に入れ、青く澄みきった貯水

池に管理していきます。 
 
＜湧き水公園整備＞ 

 海抜 39ｍに位置する水谷地区でも青谷「たにこの水」に湧き水が日量 130 トン流出しており、

この水により良質米の生産ができ、農業用水として貴重な財産です。 
 この水を活かし湧き水公園整備も考えています。 
 
＜湯出池の活用＞ 

 湯出池につきましては、震災後貯水機能は消失していますので、土地の利用については市民農

園か市民グラウンドに活用してはどうかと検討しています。しかしながら現地への乗り入れ一般

公衆用道路が無く、今は池の堤防を通り池の管理道路を経て現地に行き来しています。 
 
 これらの構想実現のため、一般公衆用道路の確保を重点に、里づくり協議会が主体となり、自

治会共々全力を尽くしたく念願いたします。 
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青谷は谷あいの緑豊かな自然環境の中にあります。 
ここに「たにこの水」と呼ばれる清水が滾々と流出しています。 
日量流出量 130ｔで（量測定は神戸市衛生局当時に行いました。）、今も流出量には変わりなく、

地域の貴重な財産です。 
 
この湧き水を生かし、周辺の村所有の空地と緑豊かな環境を活用して、自然湧き水公園の整備を

考えています。 
 
現在の進入路は池の管理道路ですので、一般に開放するには公衆用道路が必要となります。 
村の所有地については、代表者の個人名義になっているので、権利関係の整理が必要です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            たにこの水                                     整備予定地 
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湯出池は、平成７年の阪神淡路の大震災により貯水機

能不能に等しいため池となり、雑草が生い茂り、山の

谷間に在るが故に山火事の危険性もあり、市民公園も

考えざるを得ない現状と成りました。 
 

水谷自治会、水谷農会、里づくり協議会の共同作業に

より、重機を入れて雑草除去、整地作業を行いました

（整備面積 8,349.00 ㎡）。これにより、火災発生の危

険性は消滅、現在は市民公園にしてはと考え、周囲に

桜を植樹しました。 
 
また、一部はトラクターを入れて耕耘し、縦 100ｍ×

横 60ｍにさつまいも、たまねぎなどの農産物を共同で

栽培し、集落の親睦を図る場として活用しています。 
 
しかしながら、池の管理道路はありますが、現地までの

公衆用道路がなく、進入道路の確保が課題となっていま

す。 
今後は、公園的な整備と併せて、近隣の市街化

住民や福祉施設を対象とした体験農園や市民農

園などへの利用も検討しています。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

重機で雑草を除去・整地した 
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５番池（通称 新池）は、山の谷あいの池で、汚水の入らない山からの出水等清水源により成長す

るジュンサイは、春頃から夏に芽生えます。 
 
震災以前は湯出池にめずらしい生物が生息していましたが、震災で水が貯まらなくなってからは

殆どいなくなっていましたが、ジュンサイやタヌキモなどはこの５番池に移ってきたようです。 
 
ジュンサイは、吸い物や酢の物などに用いられ、高級食材となっています。 
ジュンサイ採りを楽しんだり、多少の収入源としても期待できます。 
 
ジュンサイは豊かな環境の指標ともなり、湧き水の里を表す象徴的な特産品となります。 
このジュンサイを活用する方法を検討します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

蓴菜（ジュンサイ） 
Brasenia schreberi 
（ｽｲﾚﾝ科ｼﾞｭﾝｻｲ属） 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ジュンサイは古い池や沼に生育する

多年生の水草で、水深１～３ｍに群生し

ます。浮き葉の下に生長するぬめりのあ

る若芽や若葉を食します。この「ヌル」

と呼ばれる寒天質が多いほど良質とさ

れます。低カロリーで、ビタミンやカル

シウムなどが豊富です。 
ジュンサイの歴史は古く、万葉集に別

名「ぬなわ」とうたわれ、夏の季語とし

ても使われました。沼に小舟を浮かべた

摘み取り風景は初夏の風物詩となって

います。 
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神戸市が計画する健康福祉ゾーン構想も、先行事業がスタートし、福祉施設が建設され、入園者

も入ってきています。また、市街化区域に近く、区画整理事業地には多数の人口が流入していま

す。 
 
これらの立地条件とこれからの高齢化に向けて、健康な体力づくりを考えます。 
水谷地区は山林に囲まれ、緑あふれる山間の自然清風を呼吸しがら日常の健康体力づくりを行う

最適の場所と考えます。 
 
旧玉津病院と湯出池下をつなぐトンネルが、玉津病院建設工事の時に作られましたが、今はなく

なっています。ここを切り取り、公衆用道路をつけてほしい。 
また、玉津病院跡地の景観の良い所にベンチを設置したい。 
 
５番池及び湯出池の西側の道路沿いおよそ 400ｍに桜の苗木を植樹しております。 
５番池までの湧き水公園付近の道路沿いにも今後植樹していく予定です。 
 
芳ヶ谷池の入り口から入り、自然湧き水公園と湯出池の下を通り、玉津病院跡に抜けて散策でき

るルートを健康遊歩道として整備したい。 
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農業用水路の改修事業 

 
 ため池から受益田までの水路に付きましては、百分の一位

の勾配の水路で、昔の高低測量の仕方としてはロウソクの火

を灯して決点したということですが、今は機械により測量し、

全長 700ｍ、及び 650ｍの２本の水路の改修工事を平成 13
年～14 年度に完成いたしました。 
 
 
 

 
ため池、農業用水路の管理（雑草焼き） 

 芳ヶ谷池、新池と、湯出池、中の池の堤防焼きを交互

に、冬の行事として、農会が主催で消防団の協力を得て

行っております。 
 趣旨につきましては、堤防の管理、山火事未然防止で

あり、準備としまして、山林に隣接、施設も近隣にあり

ますので、消防団より西消防署に事前に届け出書に日時

を記入提出の上、作業を行っております。 
  昔は３度燃えなければ春が来ないと言われるほど山火

事の多い地域で、堤防の手入れは怠らず実施しています。 
 
農耕作の実態 

 昭和 59年頃は耕作田畑 30町歩ありましたが、宅地化の波が押し寄せる中、農業経営の難しさ、

後継者問題等により農地を転用、ミニ開発業者が宅地化、採算の取れない農業を続けられないと

離農者が増えてきました。 
 現在では、田畑合わせて７町歩営農に励んでおります。 
 
水稲 

水谷地区の農家の水稲作付面積は、宅地化により減少して

いますが、豊かな水資源の恩恵を受け、良質の米づくりに意

見を出し合い、生産意欲を燃やし、風味良好、収穫増量に鋭

意努力するとともに、農業後継者の育成を考えています。 
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酪農業 

昭和初期に玉津村の一篤農家が、淡路島三原郡酪

農より乳牛を導入、当時、酪農を営まれた（水谷）

農家は１０戸、飼育頭数は各家２～３頭位で酪農を

副業として営農、昭和の中頃には酪農家戸数は８戸

になり、酪農が盛んになって規模拡大、飼育頭数は

170 頭を記録しました。現在では２戸に減少、飼育

頭数は５３頭です。 
今後とも、低コストで高品質の牛乳生産に努力い

たします。 
 
堆肥生産組合 

 昭和６３年畜産公害対策として水谷堆肥生産組合を設立。現在の糞尿処理については、糞は分

離機で糞尿分別、固形物はハウス施設内でハウスランナー撹拌機により乾燥、堆肥舎に一時保管

して需要期には農家に有機肥料として供給、好評にて、田畑に還元、地力の増加、作物の栄養素

になっています。尿は、公共下水利用（神戸市下水道局許可済み）で処理しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ハウスランナー撹拌機 

機械の羽が回転して牛糞を撹拌しながら少し
ずつ奥側へ移送します。奥まで運ばれると一次
処理終了。堆肥舎に運搬します。 
水分調整されて、腐敗しやすい有機物が発酵

分解し、悪臭の発生しない状態になります。 

堆肥舎 

堆肥舎で堆積して完熟させます。 
一次処理で体積が減るため、施設

の規模がコンパクトですみます。 
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土づくり 

  堆肥生産組合により供給される良質な牛糞堆肥の使用により、有機質に富んだ健康な土づくり

を行い、美味しい農産物の生産を行います。 
 
貸し農園 

 市街化区域内と市街化調整区域内において、一部貸し

農園が実施されています。利用者はサラリーマンの定年

退職者が多く、健康保持、趣味を生かして自分で育て、

作物の生長を楽しみながら各自食卓に運んでおられま

す。今後もさらに需要が増えることが見込まれます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

堆肥舎 

堆肥乾燥施設 

貸し農園 

ｻｲﾌｫﾝ 

芳ヶ谷池 

たにこの水 

改修した水路 

湯出池 

５番池 
(新池) 

７番池 
（中ノ池） 

青谷池 
（奥ノ池） 

農業用ため池・水路・施設位置図 
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農業保全区域 

  青谷の農地および第二神明道路北の現在農地として利用している区域を指定します。 
 
環境保全区域 

  山林、ため池等を指定します。 
 
特定用途Ａ区域 

  神戸市健康福祉局が誘致している福祉施設群とさざんか療護園、西神戸ホーム、玉津病院跡地

を指定します。 
 
特定用途Ｂ区域 

  第二神明道路北側、市街化調整区域内に走る通称玉津病院道路（幅員 12ｍ）の両サイドに既に

立地している資材置場周辺と溜池跡地及び長田貨物協同組合が使用する駐車場、資材置場、倉庫

群を指定します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 面  積  （ha） 摘          要 
農業保全区域 1.3（ 2％） 農地 
環境保全区域 32.7（58％） 山林、ため池 
特定用途Ａ区域 7.0（12％） 福祉施設 
特定用途Ｂ区域 15.3（27％） 資材置場、駐車場、倉庫 
地区面積計 56.3  

 
 

 

溜池跡地 
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土地利用基準   施設立地表（抜粋） 

各農村用途区域における土地利用の用途は、次のような制限になります。 
○－立地可能、△*－条件付で立地可能、×－立地不可 
☆－開発許可(都市計画法)が必要な施設 

 
農村用途区域 

施設名称 農業保全 集落居住 環境保全 特定用途 
Ａ区域 Ｂ区域 

温室、育苗施設 
農舎、農産物集出荷施設 
農産物貯蔵施設、農業用資材置場、農

機具等収納庫 
畜舎 
堆肥舎 

   ○ 
  △*1 

   ○ 
   ○ 

   ○ 
   ○ 

   ○ 
   ○ 

   × 
   × 

  △*1    ○    ○    ○    ○ 
   ○ 
   ○ 

   × 
   × 

   ○ 
   ○ 

   × 
   × 

   × 
   ○ 

農家住宅、☆分家住宅、☆集会所   △*1    ○    ○    ○    × 
☆日常生活関連施設 

  （小売、サービス店舗等） 
  〃      （農機具等修理工場） 

☆農産物加工施設   （500 ㎡未満） 
〃            （500 ㎡以上） 

 
 △*1,2,4 
 △*1,2,4 
 △*1,2 
 △*1,3,4 

   
   ○ 
  △*2,4 
  △*2 
   × 

   
   ○ 
  △*2,4 
  △*2 
  △*3,4 

   
 ○ 

  △*2,4 
   ○ 
   △*4 
 

    
   × 
   ○ 
   ○ 
   △*4 
 

集落内居住者の生活関連・ 
集落内事業者の自己事業用 
駐車場、資材置場（1000 ㎡未満） 

 
 △*1,2,4 

 
△*2,4 

 
△*2,4 

 
△*2,4 

 
   ○ 

  社会福祉施設、医療施設、学校  △*1,2,4 △*2,4 △*2,4    △*4    × 
☆ドライブイン、ガソリンスタンド  △*1,2,4 △*2,4 △*2,4    △*4    × 
駐車場、資材置場、洗車場  △*1,3,4  × △*3,4    ×    △*4 
廃車置場    ×    ×   △*3,4    ×    △*4 
土採取場、廃棄物処理場    ×    ×   △*3,4    ×    △*4 

☆運動・レジャー施設（3000 ㎡未満） 
        〃           （3000 ㎡以上） 

 △*1,2,4 
 △*1,3,4 

△*2,4 
   × 

△*2,4 
  △*3,4 

   △*4 
   △*4 

   × 
   △*4 

公共事業に伴う仮設施設 
一時的な資材置場、駐車場 

  
 △*1,2,4 

 
△*2,4 

 
△*2,4 

 
△*2,4 

 
   △*4 

〔条  件〕 

*１ 当該土地が農地である場合、当該用途区域内外に農地以外の代替えの土地がないこと。 
*２ 里づくり協議会の承認が得られること。 
*３ 里づくり計画の中に当該土地利用が位置づけられていること。 
*４ 良好な農村環境及び農村景観の保全等の見地から行う市長との協議が行われること。 
① 土地利用が周辺の区域における良好な営農・生活・自然環境の整備・保全・活用及び農村景観の保全・形成に配慮し
ていること。 

② 建築物（工作物を含む）の設置を伴う場合には、建築物の位置・規模・形態が周辺の区域における良好な農村景観の
保全・形成に配慮していること。 

③ 土地利用を行う区域内に緑地を設けること。 
ア 緑地は市開発指導要綱の基準を準用し設ける。ただし、緑地の面積はウの割合による。 
イ 植栽により緑地を設ける場合は、特に道路等の公衆の用に供される場所からの景観等に配慮すること。 
ウ 緑地の面積は、敷地面積に対し下記に示す割合以上であること。  

１ha未満 ⇒ １０％、 １ha以上 ⇒ ２０％ 
④ 一時的な土地利用にあっては、利用後の復旧計画が明確であること。 
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水谷土地利用計画図 

 

 
 
 

 

① 資材置場の位置付け 
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土地利用計画に位置付けするもの 

 用途 土地の所在 地番 地目 面積（㎡） 

①  資材置場 西区玉津町水谷字中坪 339 田 419 

西区玉津町水谷字中坪 340 田 588 

西区玉津町水谷字中坪 341-3 雑種地 114 

西区玉津町水谷字中坪 335 溜池 247 

内堤敷 125 

西区玉津町水谷字中坪 336 田 406 

西区玉津町水谷字中坪 337 田 591 

西区玉津町水谷字中坪 338 田 1,061 

西区玉津町水谷字中坪 338-1 原野 42 

西区玉津町水谷字青谷 347 田 241 

  計 9 筆   



 22

水谷地域点検マップ 

H15．8．16 

ジュンサ
 

市 民 農
 

不法投棄多
い 

自然湧き
水 

賃貸資材置
場 

 

以前はｶﾌﾞﾄﾑｼ,ｸﾜ
ｶﾞﾀ等たくさん
いた 

青谷水稲生産
地 
湧き水使用し

 

山火事消
火 
対策用道

以前トンネ
ルがあった 
道路を設置
してほしい 

健康遊歩
道 

 

景観のよい
所にベンチ
を設置した
い 

湧き水見
学 

水谷開墾のシ
ンボル長昌院

 

水谷堆肥生産 
組合 (堆肥置

) 

堆肥乾燥施
 玉津健康福

祉 
 

ｻｲﾌｫﾝで南に
水を送って

 

溜池跡 

たにこの
水 
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水谷里づくり協議会規約 

 
（設置及び目的） 
第１条  玉津町水谷地区の農業地域の各種の資源を活かして、緑豊かで活力ある里づくりに資す

るため、そこで生活する住民及び土地所有者主体の参加により、水谷里づくり協議会（以

下協議会という。）を設ける。 
（協議会の活動区域） 
第２条  協議会の活動区域は、神戸市西区玉津町水谷区域とする。 
（協議会の構成員） 
第３条  協議会は、活動区域の住民及び土地所有者等を構成員とする。 
（事  業） 
第４条  協議会は、第１条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1)  里づくり計画の作成に関すること。 
(2)  里づくり事業の調査・研究と集落の土地利用に関すること。 
(3)  その他目的達成に必要なこと。 

（委員会） 
第５条  協議会に、委員会を設置する。 

２  委員会は、協議会の基本的事項を決定する。 
３  委員会は会長が必要の都度召集し、会長がその議長となる。 

（委  員） 
第６条  この委員会は、次に揚げる者（以下「委員」という。）をもって組織する。 

(1)  自治会長 
(2)  農会長 
(3)  その他目的達成に必要な者 

（役  員） 
第７条  協議会に次の役員を置く。 

会長    １名 
副会長  １名 
会計    １名 
２  会長・副会長・会計は、委員会で選出する。 

（会長・副会長の職務） 
第８条  会長は協議会を代表し、会務を統括する。 

２  副会長は会長を補佐し、会長に支障あるときはその職務を代行する。 
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（委員の職務） 
第９条  委員は、協議会の運営に携わるとともに地域内の里づくり事業に関する連絡調整に関し、

意見を述べることができる。 
（役員及び委員の任期） 
第 10 条  役員及び委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、任期途中で就任するとき

は、前任者の残任期間とする。 
（総  会） 
第 11 条  総会は、協議会員全員をもって構成し、協議会の重要事項を協議決定する。 

２  総会は会長が必要の都度召集し会長が議長となる。 
（役員会） 
第 12 条  役員会は、会長、副会長、会計をもって組織し、協議会の運営の基本的事項について

企画立案する。 
（小委員会） 
第 13 条  協議会に、個別の事項について検討するため、必要に応じて小委員会を設けることが

出来る。 
２  小委員会に関することは、委員会で協議決定する。 

（地域協議会等との連携） 
第 14 条  この協議会は、玉津里づくり地域協議会と連携及び協力のもとに進める。 

２  この協議会は、産業振興局西農政事務所及び西区役所と連携して進める。 
（庶  務） 
第 15 条  この協議会の事務は、水谷自治会館内で処理する。 
（雑  則） 
第 16 条  この規約に定めるもののほか、必要な事項は役員会に諮って会長が定める。 
 
（附  則） 

１  この規約は、平成 11 年 5 月 10 日から施行する。 
２  設立当初の役員及び委員の任期は、第 10 条の規定にかかわらず、平成 12 年までとする。 

 
 
 
水谷里づくり協議会役員名簿（令和 3 年 12 月現在） 
 

役   職 氏   名 

会長 中村 喜一 

副会長 竹内 忠文 

会計 竹内 明 
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里づくり計画策定経過 

 
 会  議  名 出  席  者 内    容 
15 年 5 月 18 日 里づくり協議会 総合役員 

 
今後の活動について 

      7 月 5 日 里づくり協議会 役員 
 

さつま芋植え   400 本 

      8 月 3 日 里づくり協議会 委員・婦人部 さつま芋の草引き 
 

      8 月 16 日 里づくり協議会 総合役員、西農政事

務所 
現地調査、地域マップ作成 

      8 月 31 日 里づくり協議会 委員 
 

座談会 

      9 月 12 日 里づくり協議会 総合役員 
 

土地活用会議 

     10 月 15 日 里づくり協議会 総合役員 作物の植え付けについて 
 

     10 月 19 日 里づくり協議会 総合役員 
 

たにこ公園整備について 

     11 月 16 日 里づくり協議会 協議会会員 
 

たまねぎ植え、緑化苗植樹 

16 年 1 月 21 日 里づくり協議会 協議会会員、西農政

事務所 
里づくり計画（案）について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        里づくり協議会                                   地域点検マップ 
 
 
 
 
 
 
 
 

現地調査                                           芋掘り 
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